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第１章 人事委員会関係 

 

１ 人事委員会の設置 
地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）第７条の規定により、都道府県及び指定都市

は、条例で人事委員会を置くものとされており、本県においては、昭和 26 年 6 月 12 日
に、岡山県人事委員会設置条例(昭和 26年 6月 11日条例第 34号)により設置された。 

 

２ 人事委員会の組織と権限 
 (1) 組 織 

人事委員会は３人の委員をもって組織する合議制の機関である。 
人事委員会が合議制の機関とされるのは、その職務が、勤務条件に関する措置の要求

の審査や不利益処分の審査請求に対する裁決等に典型的に現れるように、中立かつ公平
さを要求されることによるものである。 

 
  (2) 権 限 

人事委員会の権限は、地方公務員法第８条に規定されており、これを機能的に大別す
ると次のとおりである。 
 

 

 

 

 

 

 

行 

政 

権 

限 

・人事行政に関する事項を調査し、人事記録の管理及び人事に関する統計報告を作成

すること。 

・給与その他の勤務条件、厚生福利制度その他職員に関する制度について研究を行

い、その成果を議会若しくは長又は任命権者に提出すること。 

・人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し議会及び長に意見を申し出る

こと。 

・人事行政の運営に関し任命権者に勧告すること。 

・給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について議会及び長に勧告す

ること。 

・職員の競争試験及び選考等に関する事務を行うこと。 

・職員の給与が、地方公務員法及びこれに基づく条例に適合して行われることを確保

するために必要な範囲において、職員に対する給与の支払いを監理すること。 

・職員の苦情を処理すること 

・法律又は条例に基づき、その権限に属せしめられた事務（職員団体の登録、労働基

準監督機関の職権行使等）。 

 
準 
立
法
的
権
限 
 

 

・法律又は条例に基づき、その権限に属せしめられた事項に関し人事委員会規則を制

定すること。 

準
司
法
的
権
限 

・職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査判定し、これに

必要な措置をとること。 

・職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。 

・学校医等の公務災害補償に関する審査請求を審査すること。 
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３ 人事委員会の委員 
委員の任期は４年と規定されている。ただし、補欠委員の任期は前任の委員の残任期

間とされる。 

職・氏 名 就任年月日 任  期 備     考 

委員長  吉松 裕子 令和元年10月 6日 令和 5年10月 5日 
１期満了 令和4年10月19日から委員長 
         令和4年10月18日まで労働基準監督機関職権行使者 

委員長  安田  寛 令和 4年10月13日 令和 8年10月12日 
１期目 令和5年10月12日から委員長 

令和5年10月11日まで労働基準監督機関職権行使者 

委員長職務代理者 武井 祐子 平成30年 7月16日 令和 8年 7月15日 ２期目 平成30年11月6日から委員長職務代理者 

委 員  古南 篤子 令和 5年10月 6日 令和 9年10月 5日 １期目 令和5年10月12日から労働基準監督機関職権行使者 

 

４ 人事委員会の運営 
委員会の委員長は、３人の委員から互選によって選ばれ、委員会の事務を処理し、委

員会を代表する。委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員が職務を代理する。
会議は、委員全員が出席しなければ開くことができないが、公務の運営等に著しい支障
が生ずると認められるときは、２人の委員が出席すれば会議を開くことができる。議事
の決定は、出席委員の過半数によることとなっており、議事については、委員長は他の
委員と同一の権限を行使することとしている。 

   会議は、委員長が必要と認めたとき、又は委員の請求があったとき、委員長が召集す
る。会議は、原則として非公開であるが、委員会の議決によって公開とすることができ
る。議事は、議事録として記録しておかなければならない。 

 
 (1) 令和５年度人事委員会開催状況 

区      分 令和５年度 

会        議 ２８ 回 

議        案 ７４ 件 

報  告  事  項 ３７ 件 

そ    の    他 ２０ 件 

 
 (2) 令和５年度人事委員会議事一覧表 
  （資料１）のとおり                                 
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（資料１）      令和５年度人事委員会議事一覧表 

月日(曜) 回 議事番号 議  題  名  等 

４／６ 

（木） 

１  議第１号 

 議第２号 

 議第３号 

      

 報告事項 

      

      

 そ の 他  

 

 

 

令和５年度岡山県職員Ａ採用試験の実施について 

令和５年度岡山県警察行政職員Ａ採用試験の実施について 

令和５年度第１回岡山県警察官採用試験第一次試験問題の決定について 

 

（１）令和５年職種別民間給与実態調査の実施について 

（２）令和４年第１号審査請求事案に係る口頭審理調書等の送付について 

 

・令和５年度に実施する採用試験に係る採用予定者数等について 

・物価上昇等に対応した過去の暫定的な人事院勧告について 

・十六都道府県人事委員会協議会委員長・事務局長会議について 

・中国地方人事委員会協議会委員全員会議について 

 

４／２０ 

（木） 

２ 

 

議第４号 

 

報告事項 

 

 

そ の 他 

 

岡山県職員特殊勤務手当支給規則等の一部改正について 

 

（１）令和４年度苦情相談（下半期）の処理状況について 

（２）岡山県職員共闘会議からの要求書受取の概要 

 

・委員視察について 

・全人連公平審査事務研修会について 

 

４／２８ 

（金） 

３ 議第５号 新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る特別休暇等の取扱いの廃止等につ

いて 

 

５／１０ 

（水） 

４ 

 

議第６号 

議第７号 

 

報告事項 

 

令和５年度岡山県警察行政職員Ａ採用試験第一次試験課題の決定について 

令和５年度第２回岡山県警察官採用試験の採用予定者数の承認について 

 

（１）岡山県職員共闘会議との局長会見の概要 

（２）岡山県公務・公共業務労働組合共闘会議からの要請書受取の概要 

（３）令和５年第１号審査請求事案に係る反論書等の受理について 
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月日(曜) 回 議事番号 議  題  名  等 

５／２４ 

（水） 

５ 議第８号 

 

議第９号 

 

議第10号 

 

報告事項 

 

 

そ の 他 

 

令和５年度岡山県職員Ａ採用試験（アピール型）第二次試験のグループワー

ク課題の決定について 

令和５年度岡山県職員Ｂ採用試験及び市町村立小・中学校事務職員採用試験

の実施について 

令和５年度岡山県警察行政職員Ｂ採用試験の実施について 

 

（１）令和５年度岡山県職員Ａ採用試験の申込状況について 

（２）令和４年第１号審査請求事案に係る最終陳述書の送付について 

 

・委員視察について 

 

６／１２ 

（月） 

６ 議第11号 

 

議第12号 

議第13号 

 

議第14号 

議第15号 

 

報告事項 

 

令和５年度岡山県職員Ａ採用試験（アピール型）に係る最終合格者の決定及

び採用候補者名簿の確定について 

令和４年第１号審査請求事案に係る裁決書（案）について 

自治労備前市職員労働組合の職権による登録の取消しに係る聴聞の実施につ

いて 

条例案に対する人事委員会の意見について 

岡山県職員特殊勤務手当の運用についての一部改正について 

 

（１）令和５年第１号審査請求事案に係る再答弁書の受理について 

 

７／１３ 

（木） 

７ 議第16号 

議第17号 

議第18号 

議第19号 

議第20号 

 

そ の 他 

 

 

 

令和５年度社会人経験者等対象の岡山県職員採用試験の実施について 

令和５年度障がい者対象の岡山県職員等採用試験の実施について 

令和４年第１号審査請求事案に係る裁決書（案）について 

自治労備前市職員労働組合の登録取消しの決定について 

令和５年第１号審査請求事案に係る再反論書等の受理等について 

 

・勧告に向けた委員会協議予定案について 

・委員視察について 
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月日(曜) 回 議事番号 議  題  名  等 

７／２７ 

（木） 

 

 

 

 

 
 

８ 議第21号 

 

報告事項 

 

 

 

そ の 他 
 

職員の給与等に関する報告及び勧告について 

 

（１）令和５年職種別民間給与実態調査の実施状況について 

（２）令和５年第１号審査請求事案に係る証拠調申請書の受理について 

（３）全人連公平審査事務研修会の概要について 

 

・岡山県職員Ａ採用試験二次試験の実施について 
 

８／７ 

（月） 

９ 議第22号 

 

 

そ の 他 
 

令和５年度岡山県警察行政職員Ａ採用試験に係る最終合格者の決定及び採用

候補者名簿の確定について 

 

・人事院勧告関係の情報提供 
 

８／２２ 

（火） 

10 議第23号 

 

議第24号 

 

議第25号 

議第26号 

 

報告事項 

 

 

令和５年度岡山県職員Ａ採用試験に係る最終合格者の決定及び採用候補者名

簿の確定について 

令和５年度第２回岡山県警察官採用試験及び岡山県警察行政職員Ｂ採用試験

第一次試験課題の決定について 

本年の人事院勧告に係る人事委員会の対応案 

職員の給与等に関する報告及び勧告について 

 

（１）令和５年第１号審査請求事案に係る求釈明への回答の受理等について 

（２）令和５年度勤務条件等実態調査（前期）について 

 

８／３１ 

（木） 

11 議第27号 

議第28号 

議第29号 

 

報告事項 

 

 

 

そ の 他 

職員の給与等に関する報告及び勧告について 

臨時的任用教員等の給料月額について 

退職手当の支給制限処分に係る諮問について 

 

（１）岡山県高等学校教職員組合からの要求書受取の概要 

（２）令和５年度勤務条件等実態調査（前期）について 

（３）時間外勤務命令の特例適用に係る任命権者からの報告について 

 

・令和５年度教職員の勤務実態調査結果について 
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月日(曜) 回 議事番号 議  題  名  等 

９／７ 

（木） 

12 議第30号 

議第31号 

 

報告事項 

 

令和５年度岡山県職員Ａ採用試験の追加実施について 

職員の給与等に関する報告及び勧告について 

 

（１）中国地方人事委員会協議会次長・給与主管課長会議の概要 

 

９／１４ 

（木） 

13 議第32号 

 

議第33号 

 

報告事項 

 

そ の 他 

 

令和５年度社会人経験者等対象の岡山県職員採用試験第一次試験課題の決定

について 

職員の給与等に関する報告及び勧告について 

        

（１）岡山県職員共闘会議との局長会見の概要 

 

・岡山県職員共闘会議との委員会見（９月２２日）について 

 

９／２２ 

（金） 

14 議第34号 

 

報告事項 

 

職員の給与等に関する報告及び勧告について 

        

（１）岡山県高等学校教職員組合との局長会見の概要 

 

９／２９ 

（金） 

15 議第35号 

議第36号 

議第37号 

 

報告事項 

 

 

 

 

 

 

岡山県職員給与支給規則の一部改正について 

職員の給与等に関する報告及び勧告について 

令和５年第１号審査請求事案に係る再々反論書等の受理について 

 

（１）岡山県職員共闘会議との委員会見の概要 

（２）岡山県公務・公共業務労働組合共闘会議からの要請書受取の概要 
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月日(曜) 回 議事番号 議  題  名  等 

１０／１２ 

（木） 

16 議第38号 

議第39号 

議第40号 

議第41号 

 

議第42号 

 

 

報告事項 

 

委員長の選任について 

委員長職務代理者の指定について 

労働基準監督機関の職権に係る人事委員会委員への委任について 

令和５年度障がい者を対象とした岡山県職員等採用試験第一次試験課題の決

定について 

令和５年度岡山県職員Ｂ採用試験及び市町村立小・中学校事務職員採用試 

験第二次試験課題の決定について 

 

（１）令和５年度（上半期）苦情相談の処理状況について 

 

１０／２６ 

（木） 

 

17 議第43号 

議第44号 

 

令和５年第１号審査請求事案に係る今後の手続等について 

岡山県職員特殊勤務手当支給規則の一部改正について 

 

１１／１５ 

（水） 

 

 

 

 

 

 

 

18 議第45号 

 

議第46号 

 

議第47号 

 

報告事項 

 

 

令和５年度岡山県職員Ｂ採用試験及び市町村立小・中学校事務職員採用試験

に係る最終合格者の決定及び採用候補者名簿の確定について 

令和５年度社会人経験者等対象の岡山県職員採用試験第二次試験の課題の決

定について 

令和５年第１号審査請求事案に係る準備手続の開催等について 

 

（１）令和５年第１号審査請求事案に係る再々々答弁書の受理について 

（２）都道府県人事委員会等の報告・勧告の状況について 

 

１１／２４ 

（金） 

19 議第48号 

 

議第49号 

 

 

 

 

令和５年度岡山県警察行政職員Ｂ採用試験に係る最終合格者の決定及び採用

候補者名簿の確定について 

岡山県職員倫理条例に係る贈与等報告書の審査について 
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月日(曜) 回 議事番号 議  題  名  等 

１２／６ 

（水） 

20 議第50号 

 

議第51号 

 

議第52号 

 

議第53号 

 

令和５年度社会人経験者等対象の岡山県職員採用試験に係る最終合格者の決

定及び採用候補者名簿の確定について 

令和５年度障がい者対象の岡山県職員等採用試験に係る最終合格者の決定及

び採用候補者名簿の確定について 

令和５年度岡山県職員Ａ採用試験（追加実施分）に係る最終合格者の決定及

び採用候補者名簿の確定について 

条例案に対する人事委員会の意見について 

 

１２／１５ 

（金） 

21 議第54号 

 

議第55号 

議第56号 

 

議第57号 

 

 

そ の 他 

 

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則及び会計年度任用職員の勤務時

間、休日及び休暇に関する規則の一部改正について 

令和５年第１号審査請求事案に係る書証認否書等の受理等について 

岡山県職員給与条例等の改正に伴う人事委員会規則及び通知の改正等につい

て 

会計年度任用職員への勤勉手当の支給等に伴う人事委員会規則等の一部改正

について 

 

・警察官採用試験の新たな試験区分の試験的導入について 

 

１／１２ 

（金） 

22 議第58号 

 

報告事項 

 

 

 

そ の 他 

 

 

 

令和５年第１号審査請求事案に係る口頭審理の開催等について 

 

（１）職務に専念する義務の免除について 

（２）初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用についての一部改正

について 

 

・令和６年度中国地方人事委員会協議会委員全員会議の開催日程について 

・警察官採用試験の新たな試験区分の試験的導入について 
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月日(曜) 回 議事番号 議  題  名  等 

１／２９ 

（月） 

 

 

 

23 議第59号 

議第60号 

 

そ の 他 

 

令和６年度岡山県職員等採用試験実施計画について 

岡山県警察官採用試験に係る実施計画の承認について 

 

・令和５年第１号審査請求事案に係る参考事例等について 

 

２／８ 

（木） 

24 議第61号 

 

 

報告事項 

 

そ の 他 

 

 

岡山県職員給与条例の改正に伴う人事委員会規則及び通知の一部改正につい

て 

 

（１）令和５年第１号審査請求事案に係る証拠調申請書の受理について 

 

・県職員Ａ採用試験の技術職種における教養試験の見直しについて 

・県職員Ｂ採用試験（農業土木、電気）の実施について 

 

２／２７ 

（火） 

25 議第62号 

議第63号 

 

議第64号 

議第65号 

議第66号 

議第67号 

議第68号 

 

報告事項 

 

そ の 他 

 

 

 

条例案に対する人事委員会の意見について 

岡山県職員特殊勤務手当支給条例の一部改正に伴う人事委員会規則の改正に

ついて 

特殊勤務手当に係る人事委員会の承認について 

特地勤務手当等に関する規則の一部改正について 

令和６年度岡山県職員Ａ採用試験（アピール型）の実施について 

岡山県職員等採用試験に係る実施基準の一部改正について 

勤務延長の期限の延長承認について 

 

（１）令和５年１号審査請求事案に係る口頭審理調書等の送付について 

 

・令和６年度岡山県職員募集パンフレットについて 
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月日(曜) 回 議事番号 議  題  名  等 

３／７ 

（木） 

 

 

 

 

26 議第69号 

議第70号 

 

報告事項 

 

 

 職員の退職管理の運用についての一部改正について 

 公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部改正について 

 

（１）労働者死傷病報告について 

（２）岡山県高等学校教職員組合からの要求書受取の概要 

 

３／１９ 

（火） 

27 議第71号 

議第72号 

 

報告事項 

 

令和６年４月１日人事異動に伴う協議について 

令和６年４月１日人事異動に伴う事務局職員の任免について 

 

（１）令和６年４月１日人事異動に伴う協議の委員長専決について 

 

３／２７ 

（水） 

28 議第73号 

議第74号 

 

報告事項 

 

 

 

 

職員の任用に関する規則の一部改正について 

自己啓発等休業に係る退職手当の取扱いの承認について 

 

（１）令和５年度勤務条件等実態調査（後期）について 

（２）令和５年第１号審査請求事案に係る最終陳述書の送付について 

（３）岡山県職員共闘会議からの要求書受取の概要 

（４）岡山県高等学校教職員組合との局長会見の概要 
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第２章 事務局の組織及び分掌事務等 
 
１ 事務局の組織 
 
 
                       <審査・給与班>   主 任  ２ 
 
 
 

  総括主幹   
        主 事 ２  
                           
 

   事務局長   次 長  
  
 
 

 
    <任 用 班> 

  副 参 事 １ 
 

 総括副参事    主 幹 ２ 
 

                                          

      
  主 任  ２ 

 
主 事 １ 

 
（令和5年4月1日現在） 

 
 
 

 
２ 事務局職員の定数及び現員 
 
   人事委員会事務局の職員定数 １３人 
   人事委員会事務局の職員現員 １４人 
      〔岡山県職員等定数条例第２条６号〕 
 
３ 事務局の事務分掌 

班 事     務     分     掌 

審 
査 
・ 
給 
与 
班 

１ 事務局職員の任免その他人事に関すること 
２ 予算経理及び物品出納に関すること 
３ 審査請求・措置要求に関すること 
４ 分限・懲戒及び服務の手続に関すること 
５ 勤務時間その他の勤務条件に関すること 
６ 労働基準監督に関すること 
７  職員団体に関すること 
８ 給与等に関する報告及び勧告に関すること 
９ 民間給与実態調査に関すること 
10 職員給与実態調査に関すること 
11 給料表及び初任給・昇格・昇給等に関すること 
12 諸手当その他給与制度に関すること 

任 
用 
班 

１ 採用試験に関すること 
２ 選考に関すること 
３ 臨時的任用に関すること 

 
４ 人事委員会規則の制定改廃状況 
  （資料２）のとおり 
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５ 条例の制定・改廃に関する意見の聴取状況 
  （資料３）のとおり 
 
６ 令和５年度予算の状況 
 
   当初予算額事項別一覧表                                     （単位：千円） 

分   類 

事 項 名 

予 算 額 

( )は前年 

財源内訳 
説 明 

  特 定   一 般 
 
(義務) 
人事委員会事務局 
職   員   費 
 

 
 
120,864 

 (104,690) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
120,864 
(104,690) 
 
 

 
事務局人件費 
  給 料          53,208 
 諸手当          47,660 
 共済費          19,996 

 
(一般) 
人 事 委 員 会 費         
 
 
 
 

 
 
  7,494  
(7,314) 
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
   7,494 
  (7,314) 
 
 
 

 
委員報酬等経費 
(報酬額)   平成23年4月１日改定 
 委員長：日額 35,000円 
        月額 45,000円 
  委 員：日額 30,000円 
          月額 35,000円 

 
(一般) 
人事委員会事務局 
運   営   費 
 
 
 
 
 
 

 
 
  17,843 
(17,469) 
 
 
 
 
 

 
 
     462 
    (465) 
 
 
 
 
 
 

 
 
  17,381 
 (17,004) 
 
 
 
 
 
 

 
事務局運営費      17,381 
 
受託公平委員会費     462 
  １０市１２町村３6一部事務組合に係る公平委員会 
 の受託事務費（年額） 
    市       @30×10団体 
    町村（百人以上）@ 9× 6団体 
    町村（百人未満）@ 6× 6団体 
     一部事務組合  @ 2×36団体 

 
  事務局計 
 
 

 
 146,201 
(129,473) 
 

 
     462 
    (462) 
 

 
  145,739 
(129,008) 
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(資料2)

規則
番号

公　 　　　布
年 　月 　日

規　　　　則　　　　名 内　　　　　　　　容
施行年月日
(適用年月日)

40 R5.5.2
岡山県職員特殊勤務手当支給規則
の一部を改正する規則

新型コロナウイルス感染症の感染症
の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律上の位置づけが、
５類感染症に移行されることに伴い、
所要の改正を行う。

R5.5.8

41 R5.5.23

岡山県が公平委員会の事務を受託
している地方公共団体の管理職員等
の範囲を定める規則の一部を改正す
る規則

岡山県が公平委員会の事務を受託
している地方公共団体における組織
改正等に伴い、管理職員等の範囲に
ついて、所要の改正を行う。

R5.5.23

42 R5.6.27
給料の調整額に関する規則の一部
を改正する規則

組織の改編に伴い、所要の改正を行
う。

R5.6.27
(R3.7.1適用）

43 R5.8.25
岡山県短時間勤務会計年度任用職
員の給与及び費用弁償に関する規
則の一部を改正する規則

地方公務員の育児休業等に関する
法律の一部改正に伴い、所要の改正
を行う。

R5.8.25

44 R5.8.25
岡山県会計年度任用職員の給与に
関する規則の一部を改正する規則

地方公務員の育児休業等に関する
法律の一部改正に伴い、所要の改正
を行う。

R5.8.25

45 R5.10.13
岡山県職員給与支給規則の一部を
改正する規則

時間外勤務手当等の算定基礎となる
手当の改正を行う。

R5.11.1

46 R5.11.2
岡山職員特殊勤務手当支給規則の
一部を改正する規則

給料の調整額、月額で定められてい
る特殊勤務手当との併給が可能な特
殊勤務手当について、所要の改正を
行う。

R5.11.2

47 R5.12.22
職員の勤務時間、休日及び休暇に
関する規則の一部を改正する規則

夏季特別休暇について、取得可能期
間の始期を７月１日から６月１日に拡
充する改正を行う。

R6.1.1

48 R5.12.22
会計年度任用職員の勤務時間、休
日及び休暇に関する規則の一部を
改正する規則

夏季特別休暇について、取得可能期
間の始期を７月１日から６月１日に拡
充する改正を行う。

R6.1.1

人事委員会規則の制定改廃状況
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(資料2)

規則
番号

公　 　　　布
年 　月 　日

規　　　　則　　　　名 内　　　　　　　　容
施行年月日
(適用年月日)

人事委員会規則の制定改廃状況

49 R5.12.26
初任給調整手当に関する規則の一
部を改正する規則

医師の処遇を確保する観点から、支
給月額を改正する。

R5.12.26
（R5.4.1適用）

50 R5.12.26
期末手当及び勤勉手当に関する規
則の一部を改正する規則

勤勉手当の支給割合の引上げに伴
い、成績率の基準を改正する。

R5.12.26
（R5.12.1適

用）

51 R5.12.26
初任給、昇格、昇給等の基準に関す
る規則の一部を改正する規則

給料表の改定に伴い、昇格時号給
対応表及び降格時号給対応表の改
正を行う。

R5.12.26
（R5.4.1適用）

52 R5.12.26
岡山県短時間勤務会計年度任用職
員の給与及び費用弁償に関する規
則の一部を改正する規則

地方自治法の一部改正により、会計
年度任用職員へ勤勉手当を支給す
ること等に伴い、所要の改正を行う。

R5.12.26
（R5.4.1適

用）、R6.4.1

53 R5.12.26
岡山県会計年度任用職員の給与に
関する規則の一部を改正する規則

地方自治法の一部改正により、会計
年度任用職員へ勤勉手当を支給す
ること等に伴い、所要の改正を行う。

R5.12.26
（R5.4.1適

用）、R6.4.1

1 R6.2.16
期末手当及び勤勉手当に関する規
則の一部を改正する規則

勤勉手当の支給割合の引上げに伴
い、成績率の基準を改正する。

R6.4.1

2 R6.3.5
特地勤務手当等に関する規則の一
部を改正する規則

特地勤務手当に準ずる手当の支給
対象者に、新たに採用された職員を
加える改正を行う。

R6.4.1

3 R6.3.19
職員の定年等に関する規則の一部
を改正する規則

職制の改正に伴い、所要の改正を行
う。

R6.4.1

4 R6.3.22
農林漁業普及指導手当に関する規
則の一部を改正する規則

規定の整備を行うために所要の改正
を行う。

R6.3.22
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(資料2)

規則
番号

公　 　　　布
年 　月 　日

規　　　　則　　　　名 内　　　　　　　　容
施行年月日
(適用年月日)

人事委員会規則の制定改廃状況

5 R6.3.22
岡山県職員特殊勤務手当支給規則
の一部を改正する規則

岡山県職員特殊勤務手当支給条例
の改正に伴い、給料の調整額、月額
で定められている特殊勤務手当との
併給が可能な特殊勤務手当及び福
祉相談支援センターに勤務する職員
の特殊勤務手当について所要の改
正を行う。

R6.4.1

6 R6.3.29
管理職手当に関する規則の一部を
改正する規則

職制の改正に伴い、所要の改正を行
う。

R6.4.1

7 R6.3.29
職員の任用に関する規則の一部を
改正する規則

職制の改正に伴い、所要の改正を行
う。

R6.3.29

8 R6.3.29
管理職員等の範囲を定める規則の
一部を改正する規則

職制の改正に伴い、所要の改正を行
う。

R6.4.1

9 R6.3.29
初任給、昇格、昇給等の基準に関す
る規則の一部を改正する規則

職制の改正に伴い、所要の改正を行
う。

R6.4.1

10 R6.3.29
公益的法人等への職員の派遣等に
関する規則の一部を改正する規則

公益的法人等への職員派遣見直し
に伴い、所要の改正を行う。

R6.4.1
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(資料3)

議会 条　　　　　例　　　　　案 意　　　　　　見

６月議会 岡山県職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例 異議ありません

９月議会 － －

11月議会
岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例
（一般職の職員に適用される部分に限る。）

適当であると認めます

岡山県職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例 異議ありません

岡山県職員特殊勤務手当支給条例等の一部を改正する条
例（第１条に限る。）

異議ありません

条例の制定・改廃に関する意見の聴取状況

２月議会
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第
３

章
 

任
用

関
係

業
務

 

１
採
用
試
験

 

（
１

）
実

施
日

程
 

試
 

 
 

 
 

験
 

 
 

 
 

名
 

公
示

日
 

申
込

受
付

期
間

 
第

 
一

 
次

 
試

 
験

 
日

 

試
 
 
 
験

 
 
 
会

 
 
 
場

 
第

二
次

試
験

日
 

最
終

合
格

発
表

日
 

岡
山

県
職

員
Ａ

採
用

試
験

 
4
月

2
1
日

 

    

 
4
月

2
1
日

 

 
～

 
 
5
月

1
9
日

 

    

6
月

1
8
日

 

岡
山

大
学

 

明
治

学
院

大
学

 

   

 
7
月

1
2
日

 

 
 
～

 
 
7
月

1
4
日

、
 

 
 
7
月

1
8
日

 

 
 
～

 
 
7
月

2
0
日

、
 

 
8
月

 
5
日

 

 
～

 
8
月

 
7
日

、
 

 
 
 
 
8
月

 
9
日

、
 

 
 
 
 
 
8
月

1
1
日

 

8
月

2
5
日

 

  

   

岡
山

県
職

員
Ａ

採
用

試
験

（
追

加
）
 

9
月

1
5
日

 
 
9
月

1
5
日

 

 
～

 
1
0
月

1
3
日

 

1
1
月

5
日

 

岡
山

県
庁

分
庁

舎
 

 
1
1
月

2
2
日

、
 

 
1
2
月

 
2
日

 

1
2
月

1
2
日

 

 

岡
山

県
職

員
Ａ

採
用

試
験

（
ア

ピ
ー

ル
型

）
 

3
月

 
1
日

 
 
3
月

 
1
日

 

 
～

 
 
3
月

3
1
日

 

4
月

1
6
日

 

岡
山

大
学

 

都
道

府
県

会
館

 

 
 
6
月

 
3
日

 

 
～

 
6
月

 
4
日

 

6
月

1
5
日

 

岡
山

県
職

員
Ｂ

採
用

試
験

 
 

7
月

 
4
日

 
 
7
月

 
4
日

 

 
～

 
 
8
月

1
8
日

 

9
月

2
4
日

 

岡
山

大
学

 

 
 
1
0
月

2
8
日

、
 

 
 
 
1
1
月

 
1
日

 

 
 
～

 
1
1
月

 
2
日

 

1
1
月

1
7
日

 

 
市

町
村

立
小

・
中

学
校

事
務

職
員

採
用

試
験
 

社
会

人
経

験
者

等
対

象
の

岡
山

県
職

員
採

用
試

験
 

8
月

 
8
日

 

 

 
8
月

 
8
日

 

 
～

 
 
9
月

1
5
日

 

1
0
月

1
5
日

 

岡
山

県
庁

分
庁

舎
 

都
道

府
県

会
館

 

 
 
1
1
月

2
5
日

 

 
 
～

 
1
1
月

2
6
日

 

1
2
月

1
2
日

 

 

 
障

が
い

者
対

象
の

 

 
 

岡
山

県
職

員
 

 
 

市
町

村
立

小
・

中
学

校
事

務
職

員
 

採
用

試
験

 

8
月

 
8
日

 

 

 

 
8
月

 
8
日

 

 
～

 
 
9
月

1
5
日

 

 

1
0
月

2
2
日

 

岡
山

県
庁

分
庁

舎
 

 

 
 
1
1
月

3
0
日

 

 
 
～

 
1
2
月

 
1
日

 

1
2
月

1
2
日

 

 

岡
山

県
警

察
官

等
採

用
試

験
 

 
警

 
察

 
官

 
Ｂ

 

（
 
男

性
・

女
性

 
）

 

（
令

和
５

年
10

月
採

用
）
 

3
月

 
1
日

 
 
3
月

 
1
日

 
 

 
～

 
3
月

3
1
日

 

5
月

1
4
日

 

岡
山

大
学

 

5
月

6
日

、
5
月

7
日

 

岡
山

県
警

察
学

校
 

 
 
7
月

 
8
日

 

 
 
～

 
7
月

1
0
日

 

7
月

1
9
日

 

 
警

 
察

 
官

 
Ａ

 

（
 
男

性
・

女
性

 
）

 

 
警

察
行

政
職

員
Ａ

 
4
月

2
1
日

 
 
4
月

2
1
日

 

 
～

 
 
5
月

1
9
日

 

6
月

1
8
日

 

岡
山

大
学

 

明
治

学
院

大
学

 

7
月

2
9
日

 
8
月

1
0
日
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試
 

 
 

 
 

験
 

 
 

 
 

名
 

公
示

日
 

申
込

受
付

期
間

 
第

 
一

 
次

 
試

 
験

 
日

 

試
 
 
 
験

 
 
 
会

 
 
 
場

 
第

二
次

試
験

日
 

最
終

合
格

発
表

日
 

岡
山

県
警

察
官

等
採

用
試

験
 

警
 

察
 

官
 

Ａ
 

（
 
男

性
・

女
性

 
）

 

7
月

 
4
日

 
 
7
月

 
4
日

 
 

 
 
 

 
～

 
8
月

1
0
日

 

9
月

1
7
日

 

岡
山

大
学

 

9
月

1
6
日

、
1
8
日

 

岡
山

県
警

察
学

校
 

 
1
1
月

1
8
日

 

 
 
～

 
1
1
月

1
9
日

 

1
2
月

 
1
日

 

警
 

察
 

官
 

Ｂ
 

（
 
男

性
・

女
性

 
）

 

警
察

行
政

職
員

Ｂ
 

7
月

 
4
日

 
 
7
月

 
4
日

 
 

 

 
～

 
8
月

1
0
日

 

9
月

2
4
日

 

岡
山

大
学

 

 
 
 
1
1
月

1
1
日

 
1
2
月

 
1
日

 

警
察

行
政

職
員

 

（
障

が
い

者
対

象
）

 

8
月

 
8
日

 
 
8
月

 
8
日

 
 
 
 
 
 

 
～

 
9
月

1
5
日

 

1
0
月

2
2
日

 

岡
山

県
庁

分
庁

舎
 

 
 
1
1
月

3
0
日

 

 
 
～

 
1
2
月

 
1
日

 

1
2
月

1
2
日

 

   （
２

）
受

験
資

格
及

び
試

験
方

法
 

試
 

 
験

 
 

区
 

 
分

 
受

 
 

 
 

 
験

 
 

 
 

 
資

 
 

 
 

 
格

 
第

 
一

 
次

 
試

 
験

 
第

 
二

 
次

 
試

 
験

 

県

  

職

  

員

  

等
 ＜

県
職

員
Ａ

＞
 

行
政

、
環

境
、

衛
生

、
 

農
業
、
土
木
、
農
業
土
木
、

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

畜
産

、
林

業
、

建
築

、
 

電
気

 

・
平

成
5
年

4
月

2
日

か
ら

平
成

1
4
年

4
月

1
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

 

・
平

成
1
4
年

4
月

2
日

以
降

に
生

ま
れ

た
者

で
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の
 

 
①

学
校

教
育

法
に

よ
る

大
学

(
短

期
大

学
を

除
く

。
)
を

卒
業

し
た

者
又

は
令

和
6
年

3
月

3
1
日

ま
で

に
卒

業
見

込
み

の
者

 

 
②

①
と

同
等

と
認

め
る

者
 

・
教

養
試

験
 

 
 

択
一

式
 

2
時

間
3
0
分

 

・
専

門
試

験
 

 
 
 
 
択

一
式

 
 

 
2
時

間
 

・
適

性
検

査
 

 

・
口

述
試

験
 

＜
県

職
員

Ａ
(
追

加
)
＞

 

土
木

、
農

業
土

木
、

 

畜
産

、
林

業
、

電
気

 

・
平

成
5
年

4
月

2
日

か
ら

平
成

1
4
年

4
月

1
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

 

・
平

成
1
4
年

4
月

2
日

以
降

に
生

ま
れ

た
者

で
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の
 

 
①

学
校

教
育

法
に

よ
る

大
学

(
短

期
大

学
を

除
く

。
)
を

卒
業

し
た

者
又

は
令

和
6
年

3
月

3
1
日

ま
で

に
卒

業
見

込
み

の
者

 

 
②

①
と

同
等

と
認

め
る

者
 

・
教

養
試

験
 

 
 

択
一

式
 

 
 

2
時

間
 

・
専

門
試

験
 

 
 
 
 
択

一
式

 
 

 
2
時

間
 

・
適

性
検

査
 

・
口

述
試

験
 

＜
県
職
員
Ａ

(
ｱ
ﾋ
ﾟ
ｰ
ﾙ
型

)
＞

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

行
政

 

・
平

成
9
年

4
月

2
日

か
ら

平
成

1
4
年

4
月

1
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

 

・
平

成
1
4
年

4
月

2
日

以
降

に
生

ま
れ

た
者

で
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の
 

 
①

学
校

教
育

法
に

よ
る

大
学

(
短

期
大

学
を

除
く

。
)
を

卒
業

し
た

者
又

は
令

和
6
年

3
月

3
1
日

ま
で

に
卒

業
見

込
み

の
者

 

②
①

と
同

等
と

認
め

る
者

 

・
基

礎
能

力
試

験
（

S
P
I
3
）

 

 
 

択
一

式
 

1
時

間
1
0
分

 

・
ア

ピ
ー

ル
シ

ー
ト

試
験

 

 
 

 
 

 
 

1
時

間
3
0
分

 

・
適

性
検

査
 

・
口

述
試

験
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試
 

 
験

 
 

区
 

 
分

 
受

 
 

 
 

 
験

 
 

 
 

 
資

 
 

 
 

 
格

 
第

 
一

 
次

 
試

 
験

 
第

 
二

 
次

 
試

 
験

 

県
 

職
 

員
 

等
 ＜

県
職

員
Ｂ

＞
 

事
務

、
土

木
、

林
業

 
・

平
成

1
4
年

4
月

2
日

か
ら

平
成

1
8
年

4
月

1
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

 
 

た
だ

し
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

を
除

く
 

 
①

学
校

教
育

法
に

よ
る

大
学

（
短

期
大

学
を

除
く

。
）

を
卒

業
し

た
者

又
は

令
和

6
年

3
月

3
1
日

ま
で

に
卒

業
見

込
み

の
者

 
 

②
①

と
同

等
と

認
め

る
者

 

・
教

養
試

験
 

 
 
 
 
択

一
式

 
 

 
2
時

間
 

・
専
門
試
験

(土
木
、
林
業
の
み

) 
 

 
択

一
式

 
 
 
 
 
 
2
時

間
 

・
適

性
検

査
 

・
作

文
試

験
 

・
口

述
試

験
 

市
町

村
立

小
・

中
学

校
事

務
職

員
 

Ａ
 
・

平
成

5
年

4
月

2
日

か
ら

平
成

1
4
年

4
月

1
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

 

Ｂ
 
・

平
成

1
4
年

4
月

2
日

か
ら

平
成

1
8
年

4
月

1
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

 

社
会

人
経

験
者

等
対

象
の

県
職

員
 

行
政

、
土

木
 

・
昭

和
5
8
年

4
月

2
日

か
ら

平
成

9
年

4
月

1
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

 
・

教
養

試
験

 
 

 
択

一
式

 
1
時

間
3
0
分

 
・

専
門

試
験

（
土

木
の

み
）

 
 

 
択

一
式

 
 

 
2
時

間
 

・
論

文
試

験
（

行
政

の
み

）
 

 
 
 
 

 
 

 
 
1
時

間
3
0
分

 
・

適
性

検
査

 
・

資
格

加
点

（
行

政
の

み
）

 

・
口

述
試

験
 

・
論
文
試
験
（
土
木
の
み
）
 

障
が

い
者

対
象

の
 

・
県

職
員

 
・

市
町

村
立

小
・

中
学

 
 

校
事

務
職

員
 

・
次

に
掲

げ
る

全
て

の
要

件
を

満
た

す
者

 
 

①
平

成
5
年

4
月

2
日

か
ら

平
成

1
8
年

4
月

1
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

 
 

②
次

に
掲

げ
る

手
帳

等
の

う
ち

、
い

ず
れ

か
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
 

ｱ
 
身

体
障

害
者

手
帳

 
ｲ
 
身

体
障

害
者

福
祉

法
第

1
5
条

の
規

定
に

よ
り

都
道

府
県

知
事

の
定

め
る

医
師

が
作

成
し

た
、
障

害
の

種
類

及
び

程
度

並
び

に
障

害
者

雇
用

促
進

法
別

表
に

掲
げ

る
障

害
に

該
当

 
 
 
 
 
 
す

る
旨

が
記

載
さ

れ
た

診
断

書
・

意
見

書
 

ｳ
 
産

業
医

に
よ

る
ｲ
に

準
じ

る
診

断
書

・
意

見
書

 
ｴ
 
都

道
府

県
知

事
等

が
交

付
す

る
療

育
手

帳
 

ｵ
 
児

童
相

談
所

等
に

よ
る

知
的

障
が

い
者

で
あ

る
こ

と
の

判
定

書
 

ｶ
 
精

神
障

害
者

保
健

福
祉

手
帳

 
 

③
活

字
印

刷
文

又
は

点
字

に
よ

る
出

題
に

対
応

で
き

る
者

（
点

字
に

よ
る

出
題

は
県

職
員

に
限

る
）

 

・
教

養
試

験
 

 
 
 
 
択

一
式

 
 

 
2
時

間
 

・
作

文
試

験
 

 
 

1
時

間
 

・
適

性
検

査
 

・
口

述
試

験
 

警
 

 
察

 
 

 
官

 
 

等
 

警
 

 
察

 
 

官
 

 
Ｂ

 
(
男

性
・

女
性

)
 

令
和

５
年

1
0
月

採
用

 

・
平

成
2
年

4
月

2
日

か
ら

平
成

1
7
年

4
月

1
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

 
 

た
だ

し
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

は
受

験
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
 

 
 
①

学
校

教
育

法
に

よ
る

大
学

（
短

期
大

学
を

除
く

。
）

を
卒

業
し

た
者

又
は

令
和

6
年

3
月

3
1
日

ま
で

に
卒

業
見

込
み

の
者

（
岡

山
県

警
察

本
部

が
同

等
の

資
格

が
あ

る
と

認
め

る
者

を
含

む
。

）
 

 
 
②

学
校

教
育

法
に

よ
る

高
等

学
校

を
令

和
5
年

1
0
月

1
日

か
ら

令
和

6
年

3
月

3
1
日

ま
で

に
卒

業
見

込
み

の
者

（
岡

山
県

警
察

本
部

が
同

等
の

資
格

が
あ

る
と

認
め

る
者

を
含

む
。

）
 

・
教

養
試

験
 

 
 
 
 
択

一
式

 
 

 
2
時

間
 

・
作

文
試

験
 

 
 
 

1
時

間
 

・
適

性
検

査
 

・
体

力
試

験
 

3
時

間
程

度
 

・
身

体
検

査
１

 
・

資
格

加
点

 

・
口

述
試

験
 

・
身

体
検

査
２
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試
 

 
験

 
 

区
 

 
分

 
受

 
 

 
 

 
験

 
 

 
 

 
資

 
 

 
 

 
格

 
第

 
一

 
次

 
試

 
験

 
第

 
二

 
次

 
試

 
験

 

警
 

 
察

 
 

官
 

 
等

 

警
察

官
Ａ

 
(
男

性
・

女
性

) 
・

平
成

2
年

4
月

2
日

以
降

に
生

ま
れ

た
者

で
、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

 
 

①
学

校
教

育
法

に
よ

る
大

学
（

短
期

大
学

を
除

く
。

）
を

卒
業

 
 

 
し

た
者

又
は

令
和

6
年

3
月

3
1
日

ま
で

に
卒

業
見

込
み

の
者

 
 

②
①

と
同

等
と

認
め

る
者

 

・
教

養
試

験
 

 
 

択
一

式
 
2
時

間
 

・
論

文
試

験
 
1
時

間
3
0
分

 
・

適
性

検
査

 
・

体
力

試
験

 
3
時

間
程

度
 

・
身

体
検

査
１

 
・

資
格

加
点

 

・
口

述
試

験
 

・
身

体
検

査
２

 

警
察

官
Ｂ

 
（

男
性

・
女

性
）

 
・

平
成

2
年

4
月

2
日

か
ら

平
成

1
8
年

4
月

1
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

で
、
Ａ

の
受

験
資

格
上

記
（

①
②

）
に

該
当

し
な

い
も

の
 

・
教

養
試

験
 

 
 
 
 
択

一
式

 
2
時

間
 

・
作

文
試

験
 
1
時

間
 

・
適

性
検

査
 

・
体

力
試

験
 
3
時

間
程

度
 

・
身

体
検

査
１

 
・

資
格

加
点

 

・
口

述
試

験
 

・
身

体
検

査
２

 

警
察

行
政

職
員

Ａ
 

・
平

成
5
年

4
月

2
日

か
ら

平
成

1
4
年

4
月

1
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

 
・

平
成

1
4
年

4
月

2
日

以
降

に
生

ま
れ

た
者

で
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の
 

 
①

学
校

教
育

法
に

よ
る

大
学

(
短

期
大

学
を

除
く

。
)
を

卒
業

し
た

者
又

は
令

和
6
年

3
月

3
1
日

ま
で

に
卒

業
見

込
み

の
者

 
 

②
①

と
同

等
と

認
め

る
者

 

・
教

養
試

験
 

 
 
 
 
択

一
式

 
2
時

間
3
0
分

 
・

論
文

試
験

 
1
時

間
3
0
分

 
・

適
性

検
査

 

・
口

述
試

験
 

警
察

行
政

職
員

Ｂ
 

・
平

成
1
4
年

4
月

2
日

か
ら

平
成

1
8
年

4
月

1
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

 
た

だ
し

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
を

除
く

 
 

①
学

校
教

育
法

に
よ

る
大

学
（

短
期

大
学

を
除

く
。

）
を

卒
業

し
た

者
又

は
令

和
6
年

3
月

3
1
日

ま
で

に
卒

業
見

込
み

の
者

 
 

②
①

と
同

等
と

認
め

る
者

 

・
教

養
試

験
 

 
 
 
 
択

一
式

 
 
2
時

間
 

・
作

文
試

験
 

 
1
時

間
 

・
適

性
検

査
 

・
口

述
試

験
 

障
が

い
者

対
象

の
 

警
察

行
政

職
員
 

・
次

に
掲

げ
る

全
て

の
要

件
を

満
た

す
者

 
 

①
平

成
5
年

4
月

2
日

か
ら

平
成

1
8
年

4
月

1
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

 
 

②
次

に
掲

げ
る

手
帳

等
の

う
ち

、
い

ず
れ

か
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
 

ｱ
 
身

体
障

害
者

手
帳

 
ｲ
 
身

体
障

害
者

福
祉

法
第

1
5
条

の
規

定
に

よ
り

都
道

府
県

知
事

の
定

め
る

医
師

が
作

成
し

た
、
障

害
の

種
類

及
び

程
度

並
び

に
障

害
者

雇
用

促
進

法
別

表
に

掲
げ

る
障

害
に

該
当

す
る

旨
が

記
載

さ
れ

た
診

断
書

・
意

見
書

 
ｳ
 
産

業
医

に
よ

る
ｲ
に

準
じ

る
診

断
書

・
意

見
書

 
ｴ
 
都

道
府

県
知

事
等

が
交

付
す

る
療

育
手

帳
 

ｵ
 
児

童
相

談
所

等
に

よ
る

知
的

障
が

い
者

で
あ

る
こ

と
の

判
定

書
 

ｶ
 
精

神
障

害
者

保
健

福
祉

手
帳

 
 

③
活

字
印

刷
文

又
は

点
字

に
よ

る
出

題
に

対
応

で
き

る
者

 

・
教

養
試

験
 

 
 
 
 
択

一
式

 
 
2
時

間
 

・
作

文
試

験
 

 
1
時

間
 

・
適

性
検

査
 

・
口

述
試

験
 

（
３

）
特

徴
と

受
験

者
の

確
保

 
 
 

ア
 

 
申

込
者

は
、

県
職

員
Ａ

（
6
月

一
次

試
験

実
施

分
）

で
は

対
前

年
比

約
5
.
9
％

減
、

県
職

員
Ｂ

に
つ

い
て

は
約

1
4
.
3
％

減
で

あ
っ

た
。

 
 

 
 

 
ま

た
、

警
察

官
に

つ
い

て
は

約
1
8
.
6
％

減
と

な
っ

た
。

 
 
 
 
イ

 
 
 
受

験
者

の
確

保
に

向
け

、
採

用
説

明
会

に
お

い
て

は
、

対
面

方
式

と
オ

ン
ラ

イ
ン

方
式

を
併

用
も

含
め

状
況

に
応

じ
て

使
い

分
け

る
等

、
参

加
者

の
利

便
性

の
向

上
等

に
も

配
意

し
て

開
催

し
た

。
 

-23-



（４）令和５年度試験概要 
  ①（県職員関係等） 

    注：（ ）は、女性で内数 
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 ②(警察関係) 

 
 注：（ ）は、女性で内数 
 
（参考）警察本部委任試験 

 
 注：（ ）内は、女性で内数 
 
 
 

-25-



（５）採用試験実施結果一覧 

注：（ ）内は、女性で内数 
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２ 採用及び昇任の選考結果 
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第 ４ 章

給 与 関 係 業 務
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第４章 給与関係業務 

１ 職員給与の実態 

令和５年４月１日現在における一般職の職員（企業職員等を除く。）の給与等の実態を
調査した。その結果は、次のとおりである。 

 （１） 給料表別、性別、学歴別の職員構成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：再任用職員、育休代替任期付職員は含まれていない。 

  注２：構成比は、それぞれ四捨五入しているため計と一致しない場合がある。 

 

 

男性 女性 大学卒 短大卒 高校卒 中学卒

人

18,571 10,963 7,608 15,984 663 1,920 4

％

100.0 59.0 41.0 86.1 3.6 10.3 0.0

人

4,777 3,108 1,669 3,638 308 828 3

％

25.7 65.1 34.9 76.2 6.4 17.3 0.1

人

3,562 3,128 434 2,350 174 1,037 1

％

19.2 87.8 12.2 66.0 4.9 29.1 0.0

人

3,449 1,868 1,581 3,333 61 55 -

％

18.6 54.2 45.8 96.6 1.8 1.6 -

人

59 36 23 58 1 - -

％

0.3 61.0 39.0 98.3 1.7 - -

人

6,214 2,553 3,661 6,116 98 - -

％

33.5 41.1 58.9 98.4 1.6 - -

人

227 179 48 225 2 - -

％

1.2 78.9 21.1 99.1 0.9 - -

人

26 21 5 26 - - -

％

0.1 80.8 19.2 100.0 - - -
人

141 68 73 126 15 - -

％

0.8 48.2 51.8 89.4 10.6 - -

人

116 2 114 112 4 - -

％

0.6 1.7 98.3 96.6 3.4 - -

医療職（三）

職 員 数

構 成 比

医療職（一）

職 員 数

構 成 比

医療職（二）

職 員 数

構 成 比

小 中 教 育
職

職 員 数

構 成 比

研 究 職

職 員 数

構 成 比

教育職（一）

職 員 数

構 成 比

教育職（二）

職 員 数

構 成 比

行 政 職

職 員 数

構 成 比

公 安 職

職 員 数

構 成 比

全 給 料 表

職 員 数

構 成 比

　　　　　　　　　　区　分
給料表

計
性　　　別 学　　　歴　　　別
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（２） 給料表別の平均給与月額等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：給料には、給料の調整額及び医療職給料表(三)の格付け見直しに伴う差額を含む。

人 歳 年 円 円 円 円

18,571 41.4 18.8 346,779 9,493 3,981 360,253

4,777 42.7 20.1 332,908 9,175 6,579 348,662

3,562 38.8 17.4 334,215 14,515 6,158 354,888

3,449 44.5 21.3 376,447 9,152 4,723 390,322

59 39.2 16.0 350,958 10,898 3,896 365,752

6,214 40.2 17.2 348,288 7,171 - 355,459

227 43.0 18.6 350,682 10,775 5,485 366,942

26 41.3 14.6 438,765 7,538 76,016 522,319

141 45.1 19.4 347,065 7,851 3,886 358,802

116 38.6 15.4 310,144 2,151 2,385 314,680

　　　　　　　　　　区　分

給料表

職 員 数 年 齢 経 験 年数 給 料 扶 養 手当 地 域手当 計

研 究 職

医 療 職 （ 一 ）

医 療 職 （ 二 ）

医 療 職 （ 三 ）

全 給 料 表

行 政 職

公 安 職

教 育 職 （ 一 ）

教 育 職 （ 二 ）

小 中 教 育 職
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２ 民間給与の調査 

職員の給与を検討するため、令和５年４月現在における民間給与の実態を調査した。そ
の概要は次のとおりである。 

 
（１） 調査事業所 

企業規模 50 人以上で、かつ、事業所規模 50 人以上の県内の民間事業所のうちから、層
化無作為抽出法によって抽出した 246 の事業所について調査し、調査が完結した事業所
は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２） 職種別、学歴別、企業規模別の初任給 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：金額は、きまって支給する給与から時間外手当、家族手当、通勤手当等特定の者のみに支給される 

   給与を除いた額である。 

 

 

100人以上企業規模
規 模 計 500人以上 100人未満

500人未満産 業

事業所 事業所 事業所 事業所

産 業 計 216 88 94 34

農 業 ， 林 業 、 漁 業 0 0 0 0

10 2 6 2
鉱業，採石業，砂利採取業、
建 設 業

製 造 業 103 34 50 19

44 21 18 5
電気・ガス・熱供給・水道業、
情報通信業、 運輸業，郵便業

卸 売 業 ， 小 売 業 21 11 6 4

3 3 0 0
金 融 業 ， 保 険 業、
不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

35 17 14 4
教育，学習支援業、医療，福祉、
サ ー ビ ス 業

企業規模
100人以上

規 模 計 500人以上 100人未満学 歴
500人未満職 種

円 円 円 円

大 学 卒 200,151 205,459 197,152 191,699

新 卒 事 務 員 短 大 卒 182,077 185,067 180,692 175,997

高 校 卒 169,427 172,347 168,807 161,417

大 学 卒 205,780 212,867 206,497 189,268

新 卒 技 術 者 短 大 卒 187,490 192,331 186,946 174,662

高 校 卒 171,069 170,949 174,432 161,725

大 学 卒 202,160 207,666 200,643 190,533
新 卒 事 務 員

及 び 短 大 卒 184,047 187,555 182,965 175,386
新 卒 技 術 者

高 校 卒 170,112 171,796 171,136 161,571

-31-



（３） 諸手当の支給状況 
 

ア 家族手当 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注：１ （ ）内は、家族手当制度がある事業所を 100 とした割合である。 
   ２ 家族手当制度がある事業所を 100 とした場合の配偶者に家族手当を支給する事業所の割合は、岡山 
    県で 84.9％、全国で 74.5％である。 
   ３ 家族手当の支給につき配偶者の収入に対する制限がある事業所を対象とした。 
                                                                            

  イ 特別給（賞与及び臨時給与） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：下半期とは令和４年８月から令和５年１月まで、上半期とは令和５年２月から７月までの期間をいう。 

 

事 業 所 割 合
支 給 の 有 無

岡 山 県 全 国

家 族 手 当 制 度 が あ る 73.2％ 75.5％

配偶者に家族手当を支給する 62.1％ 56.2％

家 族 手 当 制 度 が な い 26.8％ 24.5％

配 偶 者 10,747円 12,744円
扶養家族の
構 成 別 配偶者と子１人 17,488円 19,272円
支 給 月 額

配偶者と子２人 23,870円 25,373円

区 分 岡 山 県 全 国

項 目 事務・技術等従業員 事務・技術等従業員 技能・労務等従業員

円 円 円
下 半 期 （Ａ ） 338,427 385,616 292,357１

平均所定内給与月額
上 半 期 （Ａ ） 340,738 391,088 297,878２

円 円 円
下 半 期 （Ｂ ） 754,540 840,471 568,806１

特 別 給 の 支 給 額
上 半 期 （Ｂ ） 766,626 907,309 581,387２

月分 月分 月分
１Ｂ

下 半 期（ ） 2.23 2.18 1.95
１Ａ

２特別給の支給割合 Ｂ
上 半 期（ ） 2.25 2.32 1.95

２Ａ

年 間 計 4.48月分 4.49月分
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３ 職員の給与に関する報告及び勧告 

   地方公務員法の規定に基づき、令和５年 10 月４日、県議会議長及び知事に対し、職員の
給与について次のように報告及び勧告を行った。 

  

（１） 職員給与と民間給与との較差 

民間給与（Ａ） 職員給与（Ｂ） 較差（Ａ－Ｂ） 

372,708円 369,926円 2,782円 （0.75％） 

 注：民間給与、職員給与ともに、令和５年度の新規学卒の採用者は含まれていない。 

 

（２） 報告（むすび） 

ア 職員給与 

職員給与等の決定に関係のある基礎的な諸条件については、以上述べたとおりである。 

本委員会は、地方公務員法の規定に基づき、これらを総合的に勘案した結果、次の措置
を行う必要があると判断した。 

 

（ア）給料表 

本年４月時点における民間給与と職員給与を比較した結果、職員給与が民間給与を
下回っていることが判明した。 
本委員会としては、この較差を解消するため、月例給の引上げ改定を行うこととし

た。 
改定に当たっては、優秀な人材確保が重要な課題となっている本県の実情に鑑み、

民間との給与比較を行っている行政職給料表について、初任給を始め若年層に重点を
置いた改定を行うこととした。 
なお、定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額については、各級の改定額を踏

まえて改定し、行政職給料表以外の給料表については、行政職給料表と同様の改定を
行うこととする。 
また、改定については、本年４月の職員給与と民間給与を均衡させるものであるか

ら、同月に遡及して実施することとする。 
 

（イ）初任給調整手当 

医師に対する初任給調整手当については、医師の処遇を確保する観点から、国家公
務員の初任給調整手当の改定に関する人事院勧告に準じて改定する。 

 

（ウ）期末手当及び勤勉手当 

職員の期末手当及び勤勉手当の年間の支給割合は、昨年８月から本年７月までの１
年間における民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、年間の支給月数を 0.10
月分引き上げ、4.50 月分とすることとする。支給月数の引上げ分は、期末手当及び勤
勉手当に均等に配分することとし、本年度については、12 月期の期末手当及び勤勉手
当の支給月数を引き上げ、令和６年度以降においては、期末手当及び勤勉手当のそれ
ぞれの支給月数が６月期と 12 月期で均等になるよう定めることとする。 
また、定年前再任用短時間勤務職員の期末手当及び勤勉手当並びに特定任期付職員

及び任期付研究員の期末手当についても、同様に支給月数を引き上げることとする。 

 

（エ）社会と公務の変化に応じた給与制度の整備 

人事院は、昨年の勧告時に表明した「社会と公務の変化に応じた給与制度の整備
（給与制度のアップデート) 」について、令和６年に向けて措置を検討する事項の骨
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格案を示し、検討作業を進めるとしている。本委員会としても、今後、国や他の都道
府県の動向を注視することとする。 

 

 

イ 給与勧告実施の要請 

人事委員会の給与勧告制度は、憲法で保障されている労働基本権を制約することに対す
る代償措置として設けられたものであり、情勢適応の原則に基づき職員の給与水準と民間
の給与水準を均衡させる（民間準拠）とともに、職員の給与制度を国家公務員の給与制度
に準じるものとして、長年の経緯を経て職員給与の決定方式として定着している。 
民間準拠を基本に勧告を行う理由は、職員も勤労者であり、勤務の対価として適切な給

与を支給することが必要とされる中で、その給与水準は、民間企業とは異なり、市場原理
による決定が困難であることから、その時々の経済・雇用情勢等を反映して労使交渉等に
よって決定される民間の給与水準に準拠して定めることが最も合理的であると考えられる
ことによる。一方、給料表の構造等の給与制度は、公務としての近似性、類似性を重視し
て均衡の原則を適用し、国家公務員の給与制度を基本として決定することが適当である。 
このような民間準拠等により職員給与を決定する仕組みは、職員の理解と納得とともに

広く県民の理解を得られる方法であり、職務に精励する職員に、こうした方法により決定
された適正な給与を支給することは、行政の効率的、安定的な運営に寄与するものであ
る。 
議会及び知事におかれては、人事委員会勧告制度の意義と役割に深い理解を示され、こ

のたびの勧告を実施されるよう要請する。
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別表第１ 公民給与の比較における比較対象従業員（事務・技術関係職種） 

職  種 要           件 

支 店 長 

  

工 場 長 

・構成員50人以上の支店（社）の長又は工場の長 

部      長
 ・２課以上又は構成員20人以上の部の長 

・職能資格等が上記部の長と同等と認められる部の長及び部長級専門職 

部 次 長 

・前記部長に事故等のあるときの職務代行者 

・職能資格等が上記部の次長と同等と認められる部の次長及び部次長級専門職 

・役職、職能資格又は給与上の等級（格付）から職責が部長と課長の間に位置付けられる者 

課   長
 ・２係以上又は構成員10人以上の課の長 

・職能資格等が上記課の長と同等と認められる課の長及び課長級専門職 

課 長 代 理      

・前記課長に事故等のあるときの職務代行者 

・課長に直属し部下に係長等の役職者を有する者 

・課長に直属し部下４人以上を有する者 

・職能資格等が上記課長代理と同等と認められる課長代理及び課長代理級専門職 

・役職、職能資格又は給与上の等級（格付）から職責が課長と係長の間に位置付けられる者 

係   長 

・係の長及び係長級専門職 

・係長等のいない事業所において主任の職名を有する者のうち課長代理以上に直属し直属の部

 下を有する者及び職能資格等がこれに相当する主任の職名を有する者 

主      任 
・係長等のいる事業所において主任の職名を有する者 

・役職、職能資格又は給与上の等級（格付）から職責が係長と係員の間に位置付けられる者 

係   員 ・上司の指導、監督の下に定型的な業務を行う、いわゆる一般の事務員又は技術 
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 別表第２ 公民給与の比較における対応関係 

行政職給料表 民間事業所 

職務の級 
標準的な 

職務(例) 

企業規模500人 

以上の事業所 

企業規模100人以上 

500人未満の事業所 

企業規模100人 

未満の事業所 

９級 本庁部長 
支店長、工場長、 

部長、部次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
８級 

本庁 

部次長 

課  長 
支店長、工場長、 

部長、部次長 
７級 

本庁 

困難課長 支店長、工場長 

部長、部次長 

６級 本庁課長 

課長代理 課  長 

５級 副参事        課  長 

４級 主幹 

係  長 

       課長代理        課長代理 

３級 主任        係  長         係  長         

２級 
主事 

技師 

 主  任         主  任        主  任 
        

１級        係  員        係  員        係  員 
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（３）勧告 
職員の給与について、次の事項を実現するため、所要の措置を講ずることを勧告する。 

 

ア  改定の内容 
（ア）給料表 
    現行の給料表を別記のとおり改定すること。 
 
（イ）諸手当 

ｱ) 初任給調整手当についてについて 
a 行政職給料表又は医療職給料表(一)の適用を受ける医師及び歯科医師に対する支
給月額の限度を 415,600 円とすること。 

b 行政職給料表及び医療職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける医師及び歯科医
師で、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職にあるものに対する支給月
額の限度を 51,100 円とすること。 

ｲ) 期末手当及び勤勉手当について 
a 令和５年 12 月期の支給割合 
a) 12 月に支給される期末手当の支給割合を 1.25 月分（特定幹部職員にあっては 1.05
月分）とし、勤勉手当の支給割合を 1.05 月分（特定幹部職員にあっては、1.25 月分）と
すること。 

b) 定年前再任用短時間勤務職員については、12 月に支給される期末手当の支給割合
を、0.7 月分（特定幹部職員にあっては、0.6 月分）とし、勤勉手当の支給割合を 0.5 月分
（特定幹部職員にあっては、0.6 月分）とすること。 

c) 特定任期付職員及び任期付研究員については、12 月に支給される期末手当の支給
割合を 1.75 月分とすること。 

b 令和６年６月期以降の支給割合 
a) ６月及び 12 月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ 1.225 月分（特定幹部職
員にあっては、1.025 月分）とし、勤勉手当の支給割合をそれぞれ 1.025 月分（特定幹部
職員にあっては、1.225 月分）とすること。 

b) 定年前再任用短時間勤務職員については、６月及び 12 月に支給される期末手当の
支給割合をそれぞれ 0.6875 月分（特定幹部職員にあっては、0.5875 月分）とし、勤勉手
当の支給割合をそれぞれ 0.4875 月分（特定幹部職員にあっては、0.5875 月分）とするこ
と。 

c) 特定任期付職員及び任期付研究員については、６月及び 12 月に支給される期末手
当の支給割合をそれぞれ 1.7 月分とすること。 

 
イ  改定の実施時期 

この改定は、令和５年４月１日から実施すること。ただし、アの（イ）のｲ)の a については令和５年
12月１日から、アの（イ）のｲ)の b については、令和６年４月１日から実施すること。 

 

４ 勧告実施の状況 

  民間給与との比較等に基づき、給料表については、若年層に重点を置いた、月例給の 0.75
％（改定額 2,777 円）引上げを勧告し、期末手当及び勤勉手当については、年間の支給割合
を 0.10 月分引上げる勧告し、いずれも勧告どおり実施された。 
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第５章  勤務条件関係等業務 

 

１ 勤務条件 

 （１）職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（昭和35年岡山県人事委員会規則第16

号）の一部を次のとおり改正した。（適用：令和６年１月１日） 

    夏季特別休暇の取得可能期間の始期を７月１日から６月１日に拡充した。 

 

 （２）会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（令和元年岡山県人事委

員会規則第26号）の一部を次のとおり改正した。（適用：令和６年１月１日） 

    夏季特別休暇の取得可能期間の始期を７月１日から６月１日に拡充した。 

 

２ 服 務 

  令和５年度において規則等の改廃等を行ったもの …… なし 

 

３ その他 

（１）職員の退職管理の運用について（平成28年岡人委第304号通知）の一部を次のとお

り改正した。 

管理職職員であった者が再就職した場合の届出の様式について、管理職職員であっ

た者が離職時に管理職職員以外であった場合に、離職時の職と併せて括弧書で管理職

職員としての最終の職を記入すべき旨の注意書を追記した。 

 

（２）公益的法人等への職員の派遣等に関する規則（平成14年岡山県人事委員会規則第２

号）の一部を次のとおり改正した。（適用：令和６年４月１日） 

任命権者が職員を派遣することができる公益法人等から地方公共団体金融機構を削

除し、地方税共同機構を追加した。 
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第６章  公平審査関係業務 

 

１ 勤務条件に関する措置要求 

 （１）令和５年度において判定したもの …… なし 

 （２）令和５年度において審査したもの …… なし 

 （３）令和５年度において却下したもの …… なし 

 （４）令和５年度において取下げのあったもの …… なし 

 

２ 不利益処分に関する審査請求 

 （１）令和５年度において裁決したもの …… １件 

 （２）令和５年度において審査したもの …… ２件 

 （３）令和５年度において却下したもの …… なし 

 （４）令和５年度において取り下げのあったもの …… なし 

 （５）令和５年度において打ち切ったもの …… なし 

 

３ 苦情処理 

  令和５年度において苦情相談があったもの ……７件             
（単位：件） 

 
処理 

事項 
制度説明

 
アドバイス

 
当局に伝達

 
調査申入れ そ の 他 計 

任用関係       

給与関係   １   １ 

勤務条件  １    １ 

福利厚生       

いじめ等   １   １ 

そ の 他 １ ２ １   ４ 

計 １ ３ ３ 
  

７ 

 

４ 公平委員会事務受託地方公共団体一覧  

  令和６年３月３１日現在の受託団体は次のとおりである。 

団体の種類       団  体  数 計 

市 井原市，総社市，高梁市，新見市，備前市，瀬戸内市，赤磐市，真庭市， 

美作市，浅口市（10市）  

５８団体 町  村 
和気町，早島町，里庄町，矢掛町，新庄村，鏡野町，勝央町，奈義町， 

西粟倉村，久米南町，美咲町，吉備中央町（12町村）   

一部事務組合 専任の職員を置いているすべての組合（35一部事務組合）及び１広域連合 
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第７章  職員団体関係業務 

１ 職員団体の登録 

 （１）県関係 

    令和５年度に新規登録、解散、登録の効力停止及び登録取消しをした職員団体はなか

った。また、登録事項の変更を登録した職員団体は次のとおりであった（５件）。 

   

   登録事項の変更 

登 録 番 号      団 体 名         登録変更年月日 変 更 内 容        

1 岡 山 県 職 員 労 働 組 合    R5.7.24   役員変更 

2 岡 山 県 教 職 員 組 合    R5.4.25    役員変更                    

3 岡山県高等学校教職員組合 
   R5.4.25 

   R5.5.19   

 役員変更 

 役員変更                    

58 新  岡  県  教  職  員  組  合 R5.5.23   役員変更        

 

（２）受託地方公共団体関係 

令和５年度に新規登録、解散、登録の効力停止をした職員団体はなかった。登録取消

しをした職員団体は次のとおりであった。また、登録事項の変更を登録した職員団体は

次のとおりであった。また、令和５年度における登録事項の変更届の状況は、次のとお

りであった。 

 

   ①登録取消し（１件） 

登 録 番 号 団  体  名 取消し年月日 備 考 

47 自治労備前市職員労働組合 R5. 7. 13  

 

   ② 登録事項の変更（８件） 

登 録 番 号      団 体 名         登録変更年月日 変 更 内 容        

    33 浅 口 市 職 員 組 合   R5. 11. 10   役員変更 

    36 自 治 労 早 島 町 職 員 組 合   R5.  8. 22   役員変更 

40 自治労美作市職員労働組合 R5. 11. 29  役員変更 

   48 総 社 市 職 員 組 合   R5.  8. 17   役員変更 

   50 自 治 労 新 見 市 職 員 組 合   R5.  6. 29   役員変更 

   52 真 庭 市 職 員 労 働 組 合   R5.  8. 24     役員変更 

   54 高梁市幼児教育教職員組合   R5.  4. 21  役員変更 

   55 井原市幼児教育教職員組合   R5.  4. 27  役員変更 

    56 総社市幼児教育教職員組合   R5.  4. 26  役員変更 
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２ 管理職員等の範囲の指定

（１）県関係
職の新設・改廃等に基づき、管理職員等の範囲を定める規則（昭和41年岡山県人事委員

会規則第15号）の一部を次のとおり改正した。

機 関 名 新たな指定 指定の廃止 理 由 公布年月日

及び番号

知 本 庁 ・感染症対策監 ・新型コロナウイル 職の新設 R 6 . 3 . 2 9

事 ・総括参事（庁舎管理 ス感染症対策監 及び廃止 規則第８号

部 班に属する者） ・副室長（人事、給

局 ・副参事（地方創生推 与又は予算の事務

進室、評価班及び行 を行う者）

政改革推進室に属す ・総括副参事（庁舎

る者） 管理班に属する

者）

・主幹（地方創生推

進室及び評価班に

属する者）

出先 県民局 ・参与 職の新設

機関

家畜保健衛 ・参与 職の廃止

生所

女性相談所 ・所長 機関の名

称変更

女性相談支 ・所長

援センター

農林水産総 ・参与 職の廃止

合センター ・主事（人事の事務

を行う者）

農林水産総 ・参与 職の新設

合センター

畜産研究所

教 教 育 庁 ・総括参事（評価・企 職の新設

育 画班に属する者）

委 ・総括副参事（評価・

員 企画班に属する者）

会 ・総括主幹（評価・企

画班に属する者）

・総括主任（評価・企

画班に属する者）

・主任（評価・企画班
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に属する者）

・主事（評価・企画班

に属する者）

人事委員会事務局 ・総括主幹 職の廃止

・主幹

（２）受託地方公共団体関係

職の新設・改廃等に伴い、岡山県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の

範囲を定める規則（昭和41年岡山県人事委員会規則第16号）の一部を次のとおり改正した。

公共団体 機 関 新たな指定 指定の廃止 理 由 公布年月日

及び番号

高 梁 市 市長部局 本庁 人財育成係長 財産活用係長 職の新設 R 5 . 5 . 2 3

及び廃止 規則第41号

主査（秘書係、職 主査（秘書係、 字句の修

員係、人財育成係 職員係及び財政 正

及び財政係に属す 係に属する者に

る者に限る。） 限る。）

主任（職員係及び 主任（職員係に

人財育成係に属す 属する者に限

る者に限る。） る。）

主事（職員係及び 主事（職員係に

人財育成係に属す 属する者に限

る者に限る。） る。）

教育委員会 幼稚園 副園長 職の新設

学校給食 所長代理 職の新設

センター

新 見 市 教育委員会 幼稚園 園長 施設及び

教頭 職の廃止

主幹

中央図書 館長補佐 施設及び

館 職の新設

備 前 市 市長部局 本庁 検査官 行革推進係長 職の新設

副所長 及び廃止

主査（行財政改革 主査（秘書係、 字句の修

課、秘書係、行政 行政係、行革推 正

係、職員係及び財 進係、職員係及

政係に属する者に び財政係に属す

限る。） る者に限る。）

教育委員会 事務局 副教育長 職の新設

室長補佐
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監査委員事務局 副参事 職の新設

赤 磐 市 市長部局 本庁 主幹 主幹 職位の変

更

支所 主幹 職の廃止

教育委員会 事務局 主幹 主幹 職位の変

更

美 作 市 市長部局 本庁 主幹 職の新設

総合支所 参事 課長 職の新設

及び廃止

病院 看護部長 総看護師長 職の新設

及び廃止

浅 口 市 市長部局 総合支所 参事 職の新設

里 庄 町 町長部局 主幹 職の新設

矢 掛 町 町長部局 本庁 秘書広報・町活性 総合政策監 職の新設

化推進室長 秘書広報係長 及び廃止

鏡 野 町 町長部局 保育園 園長 施設及び

職の新設

幼稚園 園長 施設及び

職の新設

教育委員会 保育園 園長 施設及び

職の廃止

幼稚園 園長 施設及び

職の廃止

久米南町 町長部局 本庁 総務企画課長補 職の廃止

佐

総務企画課上席

主幹（給与又は

財政の事務を行

う者に限る。）

農業委員会事務局 事務局長 職の廃止

美 咲 町 議会事務局 副局長 職の新設

局長代理

町長部局 本庁 参与 政策推進監 職の新設

副課長 及び廃止

副室長

-46-



副所長

参事

支所 副課長 職の新設

教育委員会 事務局 副課長 職の新設

参事

義務教育 校長 施設及び

学校 副校長 職の新設

教頭

岡山市久 病院 副看護部長 職の新設

米南町国 事務長補佐

民健康保

険病院組

合

和気北部 事務局 事務局長代理 職の新設

衛生施設

組合

岡山県後 事務局 課長代理 職の新設

期高齢者 課長補佐

医療広域 室長

連合
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第８章  労働基準監督機関関係業務 

 

１ 労働基準監督機関職権行使者 

  労働基準監督機関の職権は、令和５年10月12日人事委員会の決議により、古南委員に委
任されている。 

 

 

２ 労働基準法別表第１の事業区分 

令和５年度においては、事業所の新設はなかった。 
 

 

３ 労働基準法に基づく諸届の受理等 

  令和５年度の諸届の受理等の状況は、次のとおりである。 

項          目 件数 備       考 

時間外労働、休日労働に関する協定の締結届  89 年度当初89件   

 

 

４ 労働安全衛生法に基づく諸届の受理等 

  令和５年度の諸届の受理等の状況は、次のとおりである。 

項          目 件数 備      考 

 

衛 生 管 理 者 等 選 任 報 告 

健 康 診 断 結 果 報 告 

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告                       

労 働 者 死 傷 病 報 告 

特 定 機 械 等 の 性 能 検 査 実 施 

 

ボ イ ラ ー 休 止 報 告 

ボ イ ラ ー 廃 止 報 告 

第 一 種 圧 力 容 器 休 止 報 告 

第 一 種 圧 力 容 器 廃 止 告 

 

61 

３ 

３ 

８ 

17 

 

１ 

１ 

１ 

１ 

 

衛生管理者52件、産業医９件 

 

 

 

（一社）日本ボイラ協会委託分13件 

（一社）日本クレーン協会委託分４件 
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